
【記⼊の際の注意点】 
 科学技術 （⼈⽂科学のみに係るものを除く。）に関する研究、試験、検査⼜は専⾨教育を⾏う事業場が特定施設 （No.71 の 2(イ)）を
設置する場合の共通様式（様式第１号）の記載例をご案内します。該当する事業場は、⽔質汚濁防⽌法施⾏規則第１条の２で定めら
れた下記の通りです。⼯場⼜は事業場における製品の品質管理等は含みません。 

１ 国⼜は地⽅公共団体の試験研究機関 
（⼈⽂科学のみに係るものを除く。） 

 ２ ⼤学及びその附属試験研究機関 
（⼈⽂科学のみに係るものを除く。） 

３ 学術研究（⼈⽂科学のみに係るものを除く。）⼜は製品の
製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験
研究を⾏う研究所（前２号に該当するものを除く。） 

 ４ 農業、⽔産⼜は⼯業に関する学科を含む専⾨教育を⾏う⾼等
学校、⾼等専⾨学校、専修学校、各種学校、職員訓練施設⼜
は職業訓練施設 

５ 保健所  ６ 検疫所 
７ 動物検疫所  ８ 植物防疫所 
９ 家畜保健衛⽣所  10 検査業に属する事業場 
11 商品検査業に属する事業場  12 臨床検査業に属する事業場 
13 犯罪鑑識施設   
試験研究機関に設置されている主な特定施設の例は、下表の通りです。この他にも特定施設に該当する場合がありますので、詳し

くは特定施設⼀覧をご確認ください。 
番号 特定施設の名称 該当する施設の例 
No.71 の 2（イ） 科学技術（⼈⽂科学のみに係るものを除く。）に関する研究、試験、検

査⼜は専⾨教育を⾏う事業場が設置する機械、器具、検体等の洗浄を⾏
う施設 

流し台／器具洗浄機／超⾳波洗浄機／ 
給⽔栓付きドラフトチャンバー／ 
スクラバー など 

No.71 の 2（ロ） 科学技術（⼈⽂科学のみに係るものを除く。）に関する研究、試験、検
査⼜は専⾨教育を⾏う事業場が設置する⾦属熱処理のために使⽤する
焼⼊槽及び焼⼊装置 

 

No.65 酸⼜はアルカリによる表⾯処理施設 
（洗浄に⽤いる薬液の pH が 5.8 未満であるか 8.6 を超えるもの） 

器具洗浄機／超⾳波洗浄機 

 
別紙１ 

≪特定施設の構造≫ 
 各欄に届け出る特定施設の必要事項を記⼊してください。 
 「設置年⽉⽇」には、特定施設使⽤届出書の場合や既設の特定施設を届出する場合に記⼊してください。 
 「⼯事着⼿予定年⽉⽇」には、施設が機械・器具の場合は据付⼯事の着⼯予定⽇を、建築物の場合は基礎⼯事の着⼯予定⽇を記

⼊してください。なお、特定施設設置届出書、特定施設の構造等変更届出書の届出期限は、⼯事着⼿予定⽇の 60 ⽇前までです。 
 施設の更新や施設の改造などの届出において、変更前・変更後の区別が必要な場合は、右上に「変更前」、「変更後」と記載し、そ

れぞれ添付してください。 
  

様式記載例 別紙１ 



別紙２ 
≪特定施設の使⽤の⽅法≫ 
 「設置場所」、「操業の系統」は、別紙平⾯図、作業フロー図を添付して別紙参照としてください。 
 「使⽤時間間隔」には、特定施設を使⽤する時間を記⼊してください。 
 「原材料（消耗資材を含む。）の種類、使⽤⽅法及び 1 ⽇当たりの使⽤量」には、特定施設で使⽤する薬品等を記⼊してください。 
 「汚⽔等の汚染状態／当該特定施設から排出される汚⽔の⽔質」には、特定施設から排出される可能性のある規制項⽬を記載し

てください。その際、汚⽔を全量回収する等により公共下⽔道⼜は流域下⽔道に排除されない規制項⽬については「（pH）」のよ
うにかっこを付して表現してください。 

 「その他参考となるべき事項」には、記載例を参考に必要事項を記⼊してください。 
 枠内に記載しきれない場合は、別紙参照としても構いません。 
 特定施設以外で規制項⽬を含む薬品を使⽤し、かつ、排⽔が⽣じる施設も関連施設として記⼊してください。 
 施設の更新や施設の改造などの届出において、変更前・変更後の区別が必要な場合は、右上に「変更前」、「変更後」と記載し、そ

れぞれ添付してください。 
  

様式記載例 別紙２ 



別紙３ 
≪汚⽔等の処理の⽅法／汚⽔の処理の⽅法≫ 
 「設置年⽉⽇」には、既設の汚⽔の処理施設を届出する場合等に記⼊してください。 
 「⼯事着⼿予定年⽉⽇」には、処理施設設置の着⼯予定⽇を記⼊してください。「⼯事完成予定年⽉⽇」には、処理施設設置の完

了予定⽇を記⼊してください。「使⽤開始予定年⽉⽇」は、処理施設設置⼯事が完了し施設等から汚⽔を排出する予定⽇を記⼊し
てください。 

 「能⼒」には、設計計算書またはカタログに記載された処理施設の処理能⼒を記⼊してください。 
 「処理の⽅式」には、処理施設の処理内容（中和、凝集沈殿処理、浮上分離、吸着など）を記⼊してください。 
 「使⽤時間間隔」には、処理施設を稼働させる時間を記⼊してください。 
 「１⽇当たりの使⽤時間」には、処理⽔量等から想定される処理施設の稼働時間を記⼊してください。 
 「汚⽔等の汚染状態及び量／汚⽔の⽔質及び量」には、処理施設に流⼊する可能性のある規制項⽬（3 次洗浄⽔以降の洗浄⽔を含

む）を記⼊してください。 
 「排出⽔の排出⽅法／汚⽔を公共下⽔道⼜は流域下⽔道へ排除する⽅法」には、別紙４の「⼯場⼜は事業場における施設番号／

公共下⽔道への排出⼝」に記⼊したいずれの排出⼝から排除されるかわかるように記⼊してください。 

 「その他参考となるべき事項」には、記載例を参考に必要事項を記⼊してください。 
 枠内に記載しきれない場合は、別紙参照としても構いません。 
 施設の更新や施設の改造などの届出において、変更前・変更後の区別が必要な場合は、右上に「変更前」、「変更後」と記載し、そ

れぞれ添付してください。 
 

  

汚⽔の処理施設（除害施設等）については、「横浜市公共下⽔道事業場排⽔指導要綱」の第７条において、除害施設等に関する
構造を定めています。薬品沈殿法、酸化分解法、還元法⼜は中和法を採⽤する場合は、各槽の容量および滞留時間を満たすよう
ご留意ください。 

様式記載例 別紙３ 



別紙４ 
≪排出⽔の汚染状態及び量／公共下⽔道⼜は流域下⽔道に排除される下⽔の量及び⽔質≫ 
 「⼯場⼜は事業場における施設番号／公共下⽔道への排出⼝」は、排出⼝ごとに番号を割り振り、その番号を記⼊してください。 
 「排出⽔の汚染状態／下⽔の⽔質」は、排出⼝から排出される可能性のある規制項⽬（3 次洗浄⽔以降の洗浄⽔を含む）を記⼊し

てください。 
 「その他参考となるべき事項」には、記載例を参考に必要事項を記⼊してください。 
 枠内に記載しきれない場合は、別紙参照としても構いません。 
  

様式記載例 別紙４ 



別紙６ 
≪⽤⽔及び排⽔の系統≫ 
 「⽤⽔及び排⽔の系統」は、給⽔量と汚⽔の発⽣量、排⽔処理施設の処理量、公共下⽔道への排⽔量の関係を図で⽰してくださ

い。排出⼝が複数ある場合は、それぞれの排出される汚⽔の種類が分かるように記載してください。⾬⽔についても記載してく
ださい。 

 「⽤途別⽤⽔使⽤量」は、⽤途別の使⽤⽔種類とその使⽤量を記⼊してください。 
 枠内に記載しきれない場合は、別紙参照としても構いません。 
  

様式記載例 別紙６ 



 「届出理由」は、以下の内容に関連して具体的な届出内容が分
かるように記⼊してください。特定施設、汚⽔の処理施設の設
置を除く届出の場合は変更⽇を併記してください。 

・特定施設および汚⽔の処理施設の新規設置、構造の変更、使
⽤⽅法の変更、廃⽌がある場合 

・下⽔の量や⽔質に変更がある場合 
（使⽤薬品や排⽔量の変更等） 

・⽤⽔、排⽔の系統が変わる場合 など 
 「業種」は、⽇本標準産業分類の細分類を記⼊してください。 
 添付書類⼀覧には、添付したものに「✔」などを記⼊してどの

資料を添付したか分かるようにしてください。 
 
  

参考資料 参考資料記載例 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

例 敷地内の建物及び構造物の配置図、排水の系統図並びに公共下水道への接続図 例 特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置図、給排水の配管図並びに廃棄物保存場所の位置図 

例 汚水の処理系統図 
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